
平成28年1月発行�第11号 平成28年1月発行  第11号

�

 〒830-0022

 福岡県久留米市城南町15-5

 TEL 0942-33-0213

《第11号》

くるめ青色申告会だより

 FAX 0942-33-0933

- 1 -

■発行 久留米青色申告会  ■発行人 長谷広信  ■発行日 平成28年1月  E-MAIL  sodan@kurume.or.jp

- 4 -

ブルーリターンＡ	 検索	

ブルーリターンＡについての　　　　　お
尋ねは、　　　　　　　　　　　　　　　　久留
米青色申告会事務局まで	  
ＴＥＬ：０９４２－３３－０２１３	

 　昭和２２年の戦後間もない頃に開店し、以後３代にわたって九州
産にこだわった旬の魚を厳選し、料理を提供させていただいており
ます。　	  
	  
また、当店ではこれまで１，０００件以上の和式結婚式をとりおこなっ
てきましたが、近年になり、再び和式結婚式についてのご要望を頂
くようになりました。そのため、老舗料亭の和にこだわりつつ、現在
のニーズに合わせたオーダーメイドの和式結婚式のプロデュースを
始めました。隣接する日吉神社での神前結婚式や、地酒の樽酒鏡
開きなどの内容で、料金は１名１万円から承っております。	  
　	  
　	  

　その他、新年会や、会社の歓送迎会、懐石料理や精進料理など、ご予算に応じて対応
させていただいており、団体のお客様（最大１００名）も歓迎いたします！	  
	  
【定休日：不定休　営業時間：１１：３０～２２：００　駐車場：有　個室：有　】	  

店舗名：　料亭魚よし　　　　　　事業主名：　倉八　啓壽	  
所在地：    久留米市日吉町２５－２	  
	  ＴＥＬ　 ：　 ０９４２－３４－４２８５　　　ＦＡＸ：　０９４２－３２－１８８８	  
	

　１１月１４日（土）、県連青年部事業として「交流フットサル試合」に中村青年部長はじめ
７名で参加してまいりました。当日は小雨が降る滑りやすいピッチコンディションの中、ア
ウェーにて小倉青色申告会青年部との対戦となりました。長谷会長の選手兼任監督の活
躍もあり善戦しましたが、結果は１敗１引き分けでした！終了後はお互いの健闘をたたえ
あい、すばらしい交流試合となりました。　青年部では親会事業への協力や異業種交流
など、楽しく活動してまいります！	  

　「平成２８年新年のごあいさつ」　　　　　　　　　　久留米青色申告会　　会長　　長谷広信	

　会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。今年は申年ですね。この「申」という字には伸びるという意味がありますので、この由来にあや
かり皆様の事業が発展することをお祈り申し上げます。	
　昨年のうれしいニュース。１１月に当会の内田副会長が永年のご功績により久留米税務署からの感謝状を受彰されました。誠におめでとうございま
す。また、６月には小倉、西福岡、久留米青色申告会の３青年部により、県連青年部が設立されました。早速、８月に暑気払い、１１月にフットサル交
流試合をするなど活発に活動されています。	
　さて、平成２７年１０月５日に「番号法」が施行され、いよいよ本年１月から利用が開始されます。当会では、１０月にマイナンバー制度説明会を行い
ましたが、会員の皆様には制度を理解され実務での正しい対応をお願いします。（連載をご参照下さい）	
　１２月２４日に平成２８年度税制改正大綱が閣議決定されました。誠に遺憾ですが、消費税の軽減税率制度の導入が決まり、事業主報酬制度並び
に事業承継税制は見送りとなりました。特に軽減税率については、事業者の事務の煩雑化、レジ等の購入、対象品目の拡大等問題が多く、今後も
反対していかなければなりません。	
　当会は、今後も皆様の事業に役立つ事業を行うとともに青色申告の普及に向けた活動を行っていきますので、ご協力をお願い申し上げます。　	

	
●導入時価格　　　２７，０００円　（税抜）	  
　　　内訳：本体価格　１８，０００円、３年分保守料　９，０００円	  
　※毎年、税制改正に対応したソフトを提供します。	  
　※４年目以降の更新料は３年分保守料９，０００円（税抜）	  
　　　のみ必要	  
●対応ＯＳ　　　Windows１０　／Windows８．１　／　Windows７	  
　　　　　　　　　  Windows	  Vista（SP2）　	  

※復興特別所得税の記載漏れにご注意ください。	  
※法定調書は書面のほか、e-‐Taxまたは光ディスク等（ＣＤ・ＤＶＤ等）
により提出することができます。混雑する税務署へ持参する必要が
なく大変便利です。	  
なお、e-‐Taxを利用する場合は事前の届出が必要ですので、詳しくは

国税庁ホームページ「イータックス」で検索されてご確認ください。	  

講演される神原住職　	

　久留米青色申告会女性部は、当会会員の女性事業主や専従者によって構成され、親会
事業への協力や古切手収集による社会貢献活動などの活動を行っております。	  
　女性独自の感性や能力を発揮した会の運営と、ご自身の事業の更なる発展の為、皆さん
で楽しく和気あいあいと活動していきたいと考えておりますので、活動についてのアンケート
を取らせて頂きます。ぜひご協力ください！	  

下川女性部長からのメッセージ	  

　本年明けましておめでとうございます。会員の皆様には、どのような年頭の抱負を掲げられましたか？消費税増税を機に、
消費者の買い控えを懸念する方や、新たな一手を打ち勝負に出るという方もおありでしょう。	  
　さてさて、難しい年を迎えて吉と出るよう、時流を読む感性を研ぎ澄ませ、皆様が恵比寿様のような笑顔で商売繁盛の一年
でありますよう心よりお祈り申し上げます。（千）	  

皆さんのためになる活動を一緒に楽しく行
いましょう！	  

いよいよマイナンバー制度がはじま
ります。事業者の皆様も国税庁ホー
ムページ「マイナンバー」で検索され、
最新情報をご確認ください。	  
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特許相談 ：弁理士が、特許、意匠、商標、実用新案に関する相談をお受けします（第1・第3水曜）。秘密厳守。

久留米商工会議所定例窓口無料相談のお知らせ
※月曜日から金曜日まで随時行っておりますので事前にお問合せ下さい。

経営相談

事業承継相談 ：親族・社員・第三者への事業承継をはじめ、事業の譲渡・譲受に関する相談をお受けします（第1・第3月曜）。

お問合せ：久留米商工会議所経営支援課（0942-33-0213）

：中小企業診断士が創業、経営革新等の各種相談をお受けします（毎週火曜）。

：司法書士が会社・法人登記・不動産登記・債務整理等の相談をお受けします（第2火曜）。
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司法書士相談

法律相談 ：弁護士が経営上の法律に関する相談をお受けします（第1・第3金曜）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「個人事業者のマイナンバー制度実務ポイント」	
　　　　　　　　　　	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        久留米青色申告会　　会長　長谷広信　　税理士　	
　	  
住民票があるすべての人に個人番号の通知カードが送付されました。税務に関わる実務で、今からすること及び注意することを
簡単に解説します。	
	  
１．個人番号を記載する書類とその記載対象時期（提出時期に注意）	

（１）個人事業者本人に関するもの	
　　　①所得税の確定申告書→平成２８年分から（平成２９年２/１６～３/１５提出分）　	
　　　②個人事業の開業・廃業届出書→平成２８年１月以降提出分から	
　　　③所得税の青色申告承認申請書→平成２８年１月以降提出分から	
　　　④青色事業専従者給与届出・変更届出書→平成２８年１月以降提出分から	

　　　⑤市町村の償却資産申告書→平成２８年分（提出期限　平成２８年２月１日）	
（２）従業員に関するもの	
　　　①給与所得者の扶養控除等申告書→平成２８年分から（H27.12、H28.1月に収集する）	
　　　②給与所得者の保険料控除申告書→平成２８年分から	
　　　③給与所得の源泉徴収票・給与支払い報告書→平成２８年分から	

（３）従業員以外の人に関するもの	
　　　①報酬等の支払調書　　②不動産の使用料等の支払調書　　→平成２８年分から	
２．取得時期（取得はその相手により通知カード、＋身元確認、個人番号カードで行う）	
　　　①従業員とその扶養親族　…　上記申告書提出時（12月、1月）、入社時等一定の日	

　　　②従業員以外（税理士、家主等）　…　必要な時　※本人確認が必要	
３．安全管理措置（事務取扱担当者、保管場所等を決めましょう）	
（１）個人番号を紙で保管する場合は金庫、書庫等鍵が掛かる場所で保管する必要があります。	
（２）個人番号をパソコンで保管する場合はアクセス防止等の技術的安全管理措置が必要です。	  

連載　読み物　vol.10	

　１０月２１日、「第５３回北部九州ブロック大会」が長崎市にて開催され、当会からは長谷会
長はじめ１７名で参加してまいりました。	  
大会第１部では、全青色の山本特別顧問から「青色申告制度・青色申告会６５年のあゆみ」
と題してこれまでの青色申告会が行ってきた税制政策活動やその活動目的などを説明頂
きました。第２部の記念講演では垣水福岡国税局長から「我が国の財務状況と税務行政の
役割」というテーマで講演を頂きました。会勢拡大への取組みと税に関する仕組みを学んだ
有意義な大会となりました。　	  
　	  

　１１月１０日、２５日、１２月３日の３日間、『減価償却の仕方編』（参加者３０名）と『決算
の仕方編』（参加者３１名）と『消費税のポイント解説編』（参加者１６名）をそれぞれ開催
しました。	
当会監事の中野厳章税理士と、会長の長谷広信税理士が講師を務め、減価償却の仕

組みや決算の流れ、消費税申告時の注意点や勘定科目別のポイントなどについて
初心者向けにわかりやすく説明して頂きました。	
参加者からは、「基本的なしくみから学ぶことができ、わかりやすかった」や、「今後
の消費税率引き上げ時の対策等も引き続き相談したい」などという声を頂きました。	
	
	

	  

　１２月８日（火）、決算書作成説明会を久留米商工会館にて開催しました（参加者２４名）。研修会では、久留米税務署個人課税第一部門
より国税調査官を講師にお招きし、青色申告決算書の書き方から注意点等をわかりやすく説明していただきました。今後は、税制改正のポ
イント等を説明する「申告書作成説明会」を２月３日（水）に開催しますのでご参加いただきますようお願いいたします。	  
	  

　１０月２７日（火）、やさしいシリーズ研修会の『会計ソフトブルーリターンＡ編』を事務局担
当者が講師となり開催しました（参加者１２名）。本研修会は、青色申告会が長年の指導実
績をもとに開発した個人事業所向けの会計ソフト「ブルーリターンＡ」を体験してもらうために
開催しました。参加者からは「初心者向けで大変わかりやすいソフトだったので、ぜひ青色
申告特別控除６５万円の適用を目指したい」といった声がありました。　（※本ソフトの詳細
は本紙面４ページをご覧ください）	  

・１月２０日（水）、２月８日（月）　会計ソフトブルーリターンＡ個別相談日「ブルーリターンＡデー」（久留米商工会館）	  
・２月　３日（水）　　　　　　　　平成２７年分申告書作成説明会（久留米商工会館）	  
・２月　３日（水）　　　　　　　　青色申告制度勉強会～青色コーナー設置に向けて～　（久留米商工会館）	  
・２月　３日（水）　　　　　　　　一般部会会員交流事業「新年異業種交流会」（かくれ家創庫　蔵之介）	  
・２月２３日（火）、２４日（水）、２５日（木）、３月４日（金）、７日（月）・・・計５日間	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年分所得税・消費税確定申告書税理士個別相談会（久留米商工会館）	  
・２月２６日（金）、２９日（月）	  
　３月１日（火）、２日（水）、３日（木）、８日（火）、９日（水）、１０日（木）、１１日（金）、１４日（月）・・・計１０日間	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久留米税務署内青色コーナー設置（久留米税務署内確定申告会場）	  
	  
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　会員の栄誉	  
当会副会長の内田義行氏は平成２７年１１月１１日に久留米税務署長感謝状を	  
受彰されました。　これは当会の副会長として率先して申告納税制度の普及発展に	  
ついての功績に対して贈られたものです。　誠におめでとうございます。	

　１１月７日（土）、一般部会主催による会員交流事業「日帰り旅行」を開催しました。今回
は内田部会長をはじめ２３名で宗像市を訪問しました。	  
　宗像地域で古くから朝廷の尊崇が厚い「織幡神社」を訪れ、観光ガイドさんの説明により
その歴史を学ぶことができました。次に玄界灘を一望できて新鮮な野菜や魚介類が手に
入る人気のスポット「道の駅むなかた館」に向かい、一同お買い物を楽しみました。昼食
後は世界文化遺産候補として注目を浴びている宗像大社を訪問し、沖ノ島の国宝を展
示する神宝館の見学を行いました。　今後も会員同士の異業種交流と親睦を図る事
業を企画しますので奮ってご参加ください。	  

　１０月２０日（火）、マイナンバー制度説明会を久留米商工会館にて開催しました（参
加者４２名）。研修会では、久留米税務署個人課税第一部門より国税調査官を講師に
お招きし、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）についての概要や個人事業主
が準備すべきポイントなどを説明していただきました。（※国税に関するマイナンバー
制度の詳細は、国税庁ホームページにて最新情報をご確認ください）	  


